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知立市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例 

 

議会の議長、副議長及び議員の議員報酬月額は、令和２年７月１日から令和３年

３月３１日までの間において、知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手

当に関する条例（昭和４５年知立市条例第３３号）第２条の規定にかかわらず、同

条に定める額から当該額に１００分の７．５を乗じて得た額を減じた額とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。 

２ 令和２年７月１日から令和３年３月３１日までの間において、知立市議会の議

員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の特例を定める条例（令和元

年知立市条例第２５号）第３条第２項及び第６条第２項中「議員報酬条例の規定

により支給を受けるべき議員報酬の月額」とあるのは「知立市議会の議員の議員

報酬の特例に関する条例（令和２年知立市条例第 号）の規定により支給を受け

るべき議員報酬の月額」と読み替えるものとする。 

 

提案理由 

 この案を提出するのは、議員の議員報酬を減額する特例を定めるため必要がある

からである。 


